
適用日（変更日）：令和５年４月１日 

通 勤 手 当 

(1か月) 

株式会社 伊豆の里 

区  分 支 給 額 

①自転車や自動車

などの交通用具

を使用している

人に支給する通

勤手当 

通勤距離が片道４5km以上 

５５km未満である場合 

28,000 円を限度に支給 

非課税 ⇒ 28,000円 

課 税 ⇒      0円 

通勤距離が片道 35km 以上

45ｋｍ未満である場合 

28,000 円を限度に支給 

非課税 ⇒ 24,400円 

課 税 ⇒  3,600円 

通勤距離が片道 25ｋｍ以上

35ｋｍ未満である場合、 

 

28,000 円を限度に支給 

非課税 ⇒ 18,700円 

課 税 ⇒  9,300円 

通勤距離が片道 15ｋｍ以上

25ｋｍ未満である場合 

 

23,000 円を限度に支給 

非課税 ⇒ 12,900円 

課 税 ⇒ 10,100円 

通勤距離が片道 10ｋｍ以上

15ｋｍ未満である場合 

 

15,000円を限度に支給 

非課税 ⇒ 7,100円 

課 税 ⇒ 7,900円 

通勤距離が片道2ｋｍ以上10

ｋｍ未満である場合 

 

11,500円を限度に支給 

非課税 ⇒ 4,200円 

課 税 ⇒ 7,300円 

通勤距離が片道 2ｋｍ未満で

ある場合 

4,000円を支給 

全額課税 

②交通機関(電車、バスなど)を利用している人に支

給する通勤用定期乗車券 

1 ケ月当たりの合理的な

運賃等の額 (最高限度支

給額 28,000 円) 

 

(注 1)「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に 

照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法に 

よる運賃又は料金の額をいいます。 

(注 2) パートタイム労働者の通勤手当は、通勤距離が片道 2ｋｍ未満である場合 

は 1日 182円、片道の通勤距離が 2ｋｍ以上 10km未満の場合は 1日 523 

円、片道の通勤距離が 10ｋｍ以上 15km未満の場合は 1日 682円としま 

す。ただし、課税及び非課税区分は上記表に準ずるものとします。 


